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序　

言

　

天
平
一
三
年
（
七
四
一
）
三
月
二
四
日
の
国
分
寺
建
立
の
詔
に
よ
っ
て

諸
国
に
建
立
さ
れ
た
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
は
、
奈
良
時
代
の
寺
院
造
営
を

語
る
上
で
も
不
可
欠
な
一
大
事
業
で
あ
っ
た
。
国
分
寺
の
創
建
は
、
天
平

九
年
（
七
三
七
）
前
後
の
疱
瘡
と
飢
饉
、
蝦
夷
不
穏
、
対
新
羅
関
係
の
険

悪
な
ど
が
動
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
隋
唐
仏
教
の
大
雲
寺
制（
１
）な

ど
が
参
照

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る（
２
）。

　

国
分
寺
の
考
古
学
的
研
究
は
、
各
地
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
発
掘
調

国
分
寺
造
営
の
土
木
技
術
と
造
塔

─
相
模
・
武
蔵
国
分
寺
の
堂
塔
造
営
順
序
の
復
元
を
め
ぐ
っ
て
─青

木
　
敬

査
や
整
備
が
す
す
み
、
こ
れ
に
と
も
な
い
史
料
か
ら
の
研
究
成
果
も
ふ
ま

え
、
国
分
寺
建
立
の
時
期
と
区
分
、
伽
藍
配
置
と
規
模
、
堂
塔
の
規
模
、

瓦
の
生
産
と
供
給
（
瓦
当
や
郡
名
瓦
）、
付
属
施
設
、
国
府
と
の
関
係
、

国
分
寺
の
存
亡
、
定
額
寺
制（
３
）と

の
か
か
わ
り
な
ど
、
多
様
な
視
点
か
ら
研

究
が
進
展
し
て
き
た
。特
記
す
べ
き
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
は
、組
織
・

技
術
編
と
思
想
・
制
度
編
の
二
冊
か
ら
な
る『
国
分
寺
の
創
建
』（
須
田
勉
・

佐
藤
信
編
）
を
あ
げ
て
お
く
。
本
稿
も
体
系
的
に
論
及
さ
れ
た
当
該
書
の

研
究
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

発
掘
調
査
の
進
展
に
と
も
な
う
主
要
堂
塔
の
発
掘
調
査
成
果
は
数
多

く
、な
か
で
も
出
土
瓦
の
研
究
に
注
目
す
べ
き
研
究
が
数
多
く
発
表
さ
れ
、
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な
か
で
も
梶
原
義
実
の
『
国
分
寺
瓦
の
研
究
』
は
、
地
域
単
位
で
造
瓦
シ

ス
テ
ム
を
復
元
し
、
そ
の
成
熟
度
や
変
遷
過
程
を
と
ら
え
る
と
い
っ
た
、

古
代
造
瓦
組
織
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
た
労
作
で
あ
る（
４
）。

い
っ
ぽ
う
、
古
く
か
ら
伽
藍
配
置
に
か
ん
す
る
言
及
は
多
い
も
の
の
、
瓦

葺
き
の
重
い
建
物
を
受
け
止
め
る
基
壇
や
地
業
に
か
ん
す
る
検
討
は
、
報

告
書
で
の
事
例
紹
介
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、
日
本
古
代
の
土
木
技
術
の
な

か
で
国
分
寺
堂
塔
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
言
及
し
た
先
行
研
究
は
ほ
ぼ

な
く
、
建
築
史
以
外
の
遺
構
の
研
究
は
さ
し
た
る
進
展
が
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
国
分
寺
の
み
な
ら
ず
寺
院
造
営
を
考
え
る
上
で
も
っ
と
も

基
本
的
な
検
討
対
象
は
、
主
要
堂
塔
の
造
営
順
序
で
あ
る
。
伽
藍
の
造
営

順
序
は
、
出
土
瓦
か
ら
復
元
で
き
る
例
も
存
在
す
る
い
っ
ぽ
う
、
相
模
国

分
寺
の
ご
と
く
塔
以
外
は
非
瓦
葺
き
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
り（
５
）、

出
土
瓦
だ

け
で
造
営
順
序
を
復
元
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
打
開
し
よ
う
と
、
筆
者
が
国
分
寺
塔
の
基
壇
構
築
技

術
を
は
じ
め
て
論
じ
た
の
が
二
〇
一
二
年
で
あ
っ
た（
６
）。

そ
の
際
筆
者
は
、

国
分
寺
塔
の
基
壇
や
掘
込
地
業
に
礫
を
多
用
す
る
点
に
注
意
し
、
類
例
の

分
布
が
広
域
で
あ
る
こ
と
を
勘
考
し
た
上
で
、
造
塔
技
術
が
都
で
伝
習
さ

れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
伽
藍
造
営
の
ど
の

段
階
で
造
塔
さ
れ
た
か
と
い
っ
た
造
営
順
序
を
復
元
す
る
観
点
が
不
足
し

て
い
た
。
そ
の
後
、
上
野
国
分
寺
、
武
蔵
国
分
寺
、
遠
江
国
分
寺
、
三
河

国
分
寺
な
ど
、
国
分
寺
堂
塔
の
注
目
す
べ
き
発
掘
調
査
成
果
が
各
地
で
公

に
さ
れ
、
上
記
課
題
の
解
決
に
む
け
て
検
討
対
象
が
充
実
し
て
き
た
こ
と

か
ら
、
改
め
て
分
析
と
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
前
稿
で
も
検
討
の
対
象
と
し
た
塔
基
壇
の
構
築
技
術
を
中

心
に
議
論
を
す
す
め
た
い
が
、
基
壇
が
設
け
ら
れ
る
塔
以
外
の
堂
宇
も
少

な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
、こ
ち
ら
も
適
宜
検
討
を
加
え
る
。そ
の
上
で
、

国
分
寺
の
造
営
・
造
塔
を
堂
塔
の
造
営
順
序
の
復
元
も
含
め
て
考
え
た
い
。

た
だ
、
全
国
分
寺
を
対
象
と
す
る
の
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
た
め
、
本

稿
で
は
隣
接
す
る
双
方
の
国
で
主
要
堂
塔
の
発
掘
調
査
が
進
展
し
、
か
つ

基
壇
構
築
技
術
が
詳
細
に
把
握
で
き
る
例
と
し
て
、
相
模
・
武
蔵
両
国
分

寺
を
俎
上
に
の
せ
る
。

一　

堂
塔
基
壇
の
構
築
技
術

（
一
）
掘
込
地
業

　

堂
塔
の
基
壇
構
築
技
術
を
考
え
る
上
で
、
地
盤
改
良
の
一
種
で
あ
る
地

業
の
方
法
の
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。
一
言
で
掘
込
地
業
と
い
っ
て
も
、
総

地
業
や
壺
地
業
、
布
地
業
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
こ
れ
に
地
業
内
の
土
砂
や
礫

の
使
用
と
い
っ
た
要
素
を
加
味
す
る
の
で
複
雑
で
あ
る
。
そ
こ
で
複
雑
な

掘
込
地
業
の
分
類
を
お
こ
な
い
、
技
術
系
統
復
元
の
一
助
と
す
る
。
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Ａ
：
掘
込
地
業
（
総
地
業
）
あ
り　

基
壇
直
下
、
基
壇
平
面
に
近
い
規
模

を
掘
削
し
、
土
砂
や
礫
な
ど
を
用
い
て
埋
め
固
め
る
。
国
分
寺
塔
の
例
を

み
る
と
、
総
地
業
を
も
つ
国
分
寺
塔
の
例
は
、
美
濃
を
の
ぞ
き
東
北
地
方

や
関
東
地
方
、
九
州
地
方
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
境
界
領
域
や
そ
れ
に
近
い
国

に
多
い
。

　

さ
て
、
掘
込
地
業
の
平
面
規
模
は
次
の
三
通
り
に
分
類
で
き
る
。
括
弧

内
に
代
表
例
を
付
す
。

① 　

基
壇
規
模
よ
り
小
さ
な
平
面
規
模
（
武
蔵
国
分
寺
塔
跡
２
・
美
濃

国
分
寺
塔
）

② 　

基
壇
規
模
と
ほ
ぼ
同
じ
平
面
規
模
（
武
蔵
国
分
寺
塔
跡
１
・
三
河

国
分
寺
塔
・
伊
予
国
分
寺
塔
・
筑
後
国
分
寺
塔
）

③ 　

基
壇
規
模
よ
り
も
一
回
り
大
き
な
平
面
規
模
（
陸
奥
国
分
寺
塔
・

上
野
国
分
寺
塔
・
相
模
国
分
寺
塔
・
伊
豆
国
分
寺
塔
・
遠
江
国
分
寺

塔
）

　

①
は
主
に
塔
の
本
屋
を
中
心
と
し
た
荷
重
を
意
識
し
た
施
工
方
法
、
②

は
塔
本
屋
だ
け
で
な
く
基
壇
全
体
の
荷
重
ま
で
含
め
て
意
識
し
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
問
題
は
基
壇
規
模
よ
り
も
大
き
な
総
地
業
を
有
す
る
③
で
あ

る
。
な
ぜ
基
壇
規
模
を
凌
駕
す
る
範
囲
ま
で
掘
込
地
業
を
設
け
た
の
か
。

　

そ
の
理
由
を
示
唆
す
る
例
が
、
七
三
〇
年
建
立
の
薬
師
寺
東
塔
で
あ

る（
７
）。
基
壇
と
周
辺
部
を
発
掘
調
査
し
た
結
果
、
基
壇
よ
り
一
回
り
大
き
な

掘
込
地
業
を
検
出
し
、
掘
込
地
業
の
縁
辺
に
沿
っ
て
打
ち
込
ん
だ
と
み
ら

れ
る
小
ピ
ッ
ト
列
を
検
出
し
た
。
こ
の
ピ
ッ
ト
列
が
掘
込
地
業
を
掘
削
す

る
際
に
範
囲
を
明
示
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
か
り
に
杭
間
に
横
木
を
わ
た
し

て
重
ね
れ
ば
、
基
壇
版
築
の
堰
板
の
役
割
も
果
た
せ
る
。
実
際
、
東
塔
の

創
建
基
壇
版
築
の
縁
辺
部
で
は
、
半
截
さ
れ
た
創
建
時
の
足
場
穴
を
検
出

し
た
こ
と
か
ら
、
基
壇
を
構
築
す
る
際
に
現
状
よ
り
一
回
り
大
き
く
版
築

し
、
基
壇
外
装
を
施
工
す
る
際
に
外
側
を
現
在
の
規
模
ま
で
削
っ
た
こ
と

が
確
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
③
は
施
工
段
階
で
は
②
だ
っ
た
が
、
最
終
的

に
基
壇
端
を
カ
ッ
ト
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
対
し
①
・
②
は
、
基

壇
版
築
土
を
カ
ッ
ト
す
る
工
程
を
介
さ
ず
に
基
壇
外
装
が
設
置
で
き
る
た

め
、
合
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
③
と
比
べ
て
よ
り
合
理
的
な
基
壇
築

成
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
薬
師
寺
東
塔
基
壇
で
は
、
上
記
の
総
地
業
の
ほ

か
礎
石
直
下
に
壺
地
業
を
採
用
す
る
な
ど
、
基
壇
構
築
に
か
か
る
作
業
量

が
多
く
、
合
理
性
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
説
明
で
き
ず
、
信
仰
な
ど
他
の

要
因
も
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
総
地
業
の
規
模
は
大
き
く
、
当
然
の
こ
と
掘
削
土
量
も
膨
れ

上
が
る
。
相
模
国
分
寺
の
掘
込
地
業
（
総
地
業
）
の
掘
削
土
量
を
計
算
す

る
と
、
一
般
的
な
国
分
寺
塔
で
あ
れ
ば
一
五
〇
～
三
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

前
後
だ
が
、
肥
前
国
分
寺
塔
の
み
一
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
相

模
国
分
寺
は
そ
れ
に
次
ぐ
八
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル
も
の
土
量
が
あ
る
。
ち
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な
み
に
八
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル
は
、
お
お
よ
そ
直
径
二
〇
メ
ー
ト
ル
級
の

円
墳
一
基
分
の
盛
土
量
に
相
当
す
る
。

Ｂ
：
掘
込
地
業
（
総
地
業
）
な
し　

堂
塔
の
基
壇
に
は
、
総
地
業
や
壺
地

業
な
ど
の
地
盤
改
良
を
せ
ず
に
基
壇
築
成
す
る
例
も
少
な
く
な
い
。
平
城

京
の
寺
院
で
い
え
ば
、
興
福
寺
中
金
堂（
８
）や

東
大
寺
法
華
堂
・
東
塔
な
ど
が

代
表
例
で
あ
る
。
国
分
寺
塔
で
は
、
備
前
・
美
作
・
伯
耆
・
出
雲
な
ど
、

概
し
て
西
日
本
の
事
例
に
多
く
、
地
山
削
り
出
し
基
壇
な
ど
掘
込
地
業
が

不
要
な
地
耐
力
を
有
す
る
地
盤
に
建
立
し
た
こ
と
、
掘
込
地
業
が
必
要
な

土
壌
環
境
で
な
け
れ
ば
掘
込
地
業
を
設
け
な
い（
９
）こ
と
な
ど
が
、
近
畿
地
方

以
西
に
類
例
が
多
い
理
由
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。

Ｃ
：
掘
込
地
業
（
壺
地
業
）　

壺
地
業
は
、
礎
石
の
直
下
を
壺
掘
り
し
、

土
砂
を
突
き
固
め
る
あ
る
い
は
礫
を
敷
き
込
む
な
ど
し
て
人
工
的
に
地
盤

を
強
化
す
る
掘
込
地
業
の
一
種
で
あ
る
。
総
地
業
と
の
併
用
の
有
無
に

よ
っ
て
次
の
と
お
り
二
大
別
で
き
る
。

①　

総
地
業
（
前
述
の
Ａ
）
と
併
用
す
る

　

宮
都
で
は
、薬
師
寺
東
塔（
七
三
〇
）・
西
塔）

（1
（

・
西
大
寺
薬
師
金
堂）

（（
（

（
七
六
四

年
～
、
凝
灰
岩
切
石
使
用
）、
長
岡
宮
大
極
殿
後
殿）

（1
（

（
七
八
四
年
以
降
か
、

大
型
礫
使
用
）、
平
安
京
の
例
で
あ
れ
ば
西
寺
五
重
塔）

（1
（

な
ど
が
代
表
例
で

あ
る
。
総
地
業
と
壺
地
業
の
併
用
は
、
薬
師
寺
東
塔
な
ど
国
分
寺
創
建
以

前
の
奈
良
時
代
前
半
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
。

図１　武蔵国分寺堂塔の基壇
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い
っ
ぽ
う
、
国
分
寺
の
例
で
は
武
蔵
国
分
寺
金
堂）

（1
（

が
あ
り
、
壺
地
業
内

に
大
ぶ
り
の
礫
を
使
用
す
る
（
図
１
左
上
）。
他
方
、
武
蔵
国
分
寺
鐘
楼

は
壺
地
業
ら
し
き
方
形
の
プ
ラ
ン
が
み
え
る
が
、
根
石
以
外
に
礫
の
使
用

は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
大
ぶ
り
の
礫
を
用
い
る
例
に
先
行
す
る
可
能
性
が

あ
る
。

②　

壺
地
業
を
単
独
で
施
工
し
総
地
業
を
も
た
な
い

　

こ
ち
ら
は
総
地
業
が
な
く
、
基
壇
も
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
低
平
な

基
壇
し
か
も
た
な
い
な
ど
、
基
壇
構
築
の
簡
素
化
を
指
向
し
た
手
法
と
い

え
よ
う
。
宮
都
の
例
で
は
、
薬
師
寺
食
堂）

（1
（

・
十
字
廊）

（1
（

、
西
大
寺
金
堂
院
回

廊
・
軒
廊）

（1
（

（
七
六
四
年
～
、
大
型
礫
使
用
）
な
ど
が
あ
る
。
国
分
寺
の
例

で
は
、
武
蔵
国
分
寺
中
門
・
僧
房
、
相
模
国
分
寺
北
面
回
廊
東
半
（
図
３

中
）
な
ど
で
、
全
前
二
者
は
壺
地
業
内
に
大
ぶ
り
の
礫
を
多
数
使
用
す
る

点
が
共
通
す
る
。ま
た
相
模
国
分
寺
北
面
回
廊
東
半（
講
堂
東
側
回
廊
）は
、

断
面
図
を
み
る
と
、
ま
だ
掘
り
込
み
が
続
く
こ
と
を
し
め
す
点
線
な
ど
が

壺
地
業
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
た
め
、
壺
地
業
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て

お
く
。

（
二
）
礎
石
の
据
付
方
法

　

礎
石
の
据
付
方
法
は
、
礎
石
据
付
穴
を
も
た
ず
に
基
壇
版
築
の
途
中
で

礎
石
を
据
え
付
け
、
そ
の
後
基
壇
上
面
ま
で
版
築
す
る
場
合
と
、
基
壇
上

面
な
い
し
は
基
壇
築
成
の
途
中
で
礎
石
据
付
穴
を
掘
り
込
み
、
そ
こ
へ
礎

図２　相模国分寺塔の基壇平面図
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図３　相模国分寺諸堂宇の平面図
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石
を
設
置
す
る
場
合
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。

イ　

 　

礎
石
直
下
に
は
わ
ず
か
な
く
ぼ
み
程
度
で
明
確
な
礎
石
据
付
穴
を

も
た
ず
、
基
壇
途
中
で
礎
石
を
設
置
す
る
も
の

　

七
大
寺
の
類
例
は
、
東
大
寺
法
華
堂）

（1
（

・
東
塔）

（1
（

な
ど
、
他
方
国
分
寺
の
例

で
は
、
相
模
国
分
寺
塔
（
図
２
）・
相
模
国
分
寺
金
堂）

11
（

（
推
定
）・
山
城
国

分
寺
塔
・
美
濃
国
分
寺
塔
・
筑
前
国
分
寺
塔
な
ど
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、

下
記
ロ
に
比
し
て
基
壇
上
面
か
ら
礎
石
据
付
穴
を
掘
削
し
な
い
点
で
効
率

的
な
手
法
と
い
え
、
東
大
寺
の
堂
塔
な
ど
造
営
年
代
が
国
分
寺
創
建
に
近

い
例
が
多
く
、
国
分
寺
創
建
の
頃
に
新
た
な
礎
石
据
え
付
け
方
法
と
し
て

採
用
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
、
宮
都
で
は
イ
と
ロ
の
出
現
時
期
の

新
旧
が
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
国
分
寺
創
建
段
階
で
共
存
す
る
た
め
、
各

国
分
寺
で
年
代
的
な
前
後
関
係
を
抽
出
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

ロ　

 　

基
壇
上
面
な
い
し
は
基
壇
築
成
の
途
中
で
礎
石
据
付
穴
を
掘
り
込

む
も
の

　

こ
ち
ら
は
、
飛
鳥
時
代
か
ら
続
く
伝
統
的
か
つ
一
般
的
な
礎
石
据
付
方

法
で
あ
り
、
宮
都
の
例
と
し
て
、
山
田
寺
金
堂
・
塔）

1（
（

、
薬
師
寺
金
堂）

11
（

、
平

城
宮
第
二
次
大
極
殿）

11
（

、
国
分
寺
の
例
と
し
て
上
野
国
分
寺
金
堂
、
武
蔵
国

分
寺
塔
・
講
堂
、
相
模
国
分
寺
南
面
回
廊
、
伯
耆
国
分
寺
塔
、
讃
岐
国
分

寺
Ｓ
Ｂ
５
９
０
５
（
推
定
鐘
楼
）・
僧
房
な
ど
が
あ
る
。

（
三
）
基
壇
・
掘
込
地
業
と
礫

　

国
分
寺
堂
塔
の
基
壇
構
築
技
術
で
最
も
特
徴
的
な
の
が
、
礫
の
多
用
で

あ
る
。
塔
の
礫
の
使
用
方
法
は
、
礫
の
大
き
さ
に
よ
り
二
大
別
で
き
る
。

①　

版
築
層
に
小
礫
が
混
じ
る

　

宮
都
の
堂
塔
基
壇
に
お
け
る
小
礫
の
使
用
例
と
し
て
は
、薬
師
寺
東
塔
・

東
大
寺
法
華
堂
・
東
大
寺
東
塔
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
薬
師
寺
東
塔
・
東

大
寺
法
華
堂
や
平
城
宮
佐
伯
門
な
ど
八
世
紀
前
半
の
寺
院
や
宮
殿
か
ら
認

め
ら
れ
、
そ
の
後
も
東
大
寺
東
塔
な
ど
八
世
紀
後
半
以
降
の
基
壇
に
も
採

用
さ
れ
て
い
る
。
国
分
寺
の
例
で
は
、
上
野
国
分
寺
塔
・
武
蔵
国
分
寺
塔

跡
１
（
図
１
上
）・
相
模
国
分
寺
塔
・
三
河
国
分
寺
塔
・
美
濃
国
分
寺
塔
・

淡
路
国
分
寺
塔
・
肥
前
国
分
寺
塔
な
ど
が
代
表
例
で
、
武
蔵
国
分
寺
講
堂

（
図
１
左
下
）
を
は
じ
め
他
の
堂
宇
に
も
類
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、

都
か
ら
比
較
的
離
れ
た
地
域
の
国
分
寺
に
多
い
。

　

事
例
の
土
層
図
や
土
層
断
面
の
写
真
を
み
る
か
ぎ
り
、
礫
の
厚
さ
が
版

築
一
層
の
厚
さ
に
近
似
す
る
。
こ
れ
は
版
築
締
め
固
め
の
際
、
版
築
一
層

あ
た
り
の
締
め
固
め
の
厚
さ
を
礫
の
厚
さ
に
準
じ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も

の
で
、
礫
が
締
め
固
め
厚
の
い
わ
ば
ス
ケ
ー
ル
の
役
割
を
果
た
し
た）

11
（

。
そ

の
た
め
礫
の
厚
さ
は
、
版
築
一
層
の
厚
さ
に
近
似
し
た
数
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
程
度
と
薄
く
な
る
。

②　

版
築
層
の
層
理
面
に
大
ぶ
り
の
礫
（
や
瓦
・
磚
な
ど
）
を
敷
き
こ
む
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図４　西大寺・由義寺の塔基壇などにみえる大ぶりの礫
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図５　大ぶりの礫を使用する国分寺塔の例
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い
っ
ぽ
う
、
①
に
く
ら
べ
て
あ
き
ら
か
に
大
き
な
礫
を
使
用
す
る
例
が

存
在
す
る
。
大
ぶ
り
な
礫
を
多
用
し
て
版
築
に
供
す
る
土
砂
の
量
や
締
め

固
め
に
要
す
る
作
業
時
間
を
節
減
し
、
硬
質
な
石
材
に
よ
っ
て
堅
固
な
基

壇
と
な
り
、
加
え
て
礫
の
重
さ
に
よ
る
下
層
の
締
め
固
め
効
果
も
期
待
で

き
る
と
い
っ
た
利
点
が
あ
る
。
大
ぶ
り
な
礫
を
使
用
す
る
部
位
は
、
基
壇

版
築
の
み
な
ら
ず
、総
地
業
や
壺
地
業
な
ど
基
壇
の
各
所
に
用
例
が
あ
る
。

　

宮
都
で
総
地
業
に
用
い
る
例
は
、
西
大
寺
東
塔）

11
（

、
壺
地
業
へ
使
用
す
る

例
に
同
じ
く
西
大
寺
の
金
堂
院
回
廊
や
軒
廊
が
あ
る
。
平
城
京
の
近
隣
地

域
で
も
、
道
鏡
と
称
徳
天
皇
が
創
建
に
深
く
か
か
わ
り
、
神
護
景
雲
三
年

（
七
六
九
）
の
西
京）

11
（

の
設
置
に
と
も
な
い
整
備
を
す
す
め
た
大
阪
府
由
義

寺
塔
基
壇
に
類
例
が
あ
る）

11
（

。
国
分
寺
で
の
類
例
は
、
先
述
し
た
武
蔵
国
分

寺
金
堂
の
ほ
か
、
相
模
国
分
寺
講
堂
（
基
壇
西
側
、
図
３
上
）、
甲
斐
国

分
寺
塔
・
金
堂
（
基
壇
）、
信
濃
国
分
寺
塔
・
金
堂
・
講
堂
（
い
ず
れ
も

基
壇
）、
遠
江
国
分
寺
塔
（
掘
込
地
業
、
図
５
下）

11
（

）、
但
馬
国
分
寺
塔
（
基

壇
）・
美
作
国
分
寺
塔
（
基
壇
、
図
５
上
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お

信
濃
国
分
寺
は
、
尼
寺
含
め
、
ほ
と
ん
ど
の
堂
塔
で
大
ぶ
り
の
礫
を
多
用

し
（
図
６
）、
同
じ
国
分
寺
の
堂
塔
で
も
礫
や
地
業
の
有
無
な
ど
多
様
な

様
相
を
示
す
他
の
国
分
寺
と
こ
と
な
る
特
徴
を
も
つ）

11
（

。

②
の
技
術
的
系
統　

さ
て
、
②
の
技
術
的
系
統
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す

る
と
、
②
は
倭
と
新
羅
と
の
関
係
が
密
接
に
な
る
７
世
紀
後
半
に
、
新
羅

図６　信濃国分寺堂塔基壇にみえる大ぶりの礫
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か
ら
日
本
列
島
へ
導
入
さ
れ
た
技
術
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
た
だ
し
当
時
採
用

さ
れ
た
例
は
、
奈
良
県
和
田
廃
寺
塔
や
岐
阜
県
弥
勒
寺
金
堂
、
山
梨
県
寺

本
廃
寺
な
ど
少
数
か
つ
官
大
寺
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
日
本
列
島
へ
導

入
さ
れ
た
時
点
で
②
は
、
各
地
で
寺
院
造
営
が
盛
行
す
る
七
世
紀
後
半
～

末
、
寺
院
分
布
の
拡
大
に
際
し
て
一
部
寺
院
で
採
用
し
た
基
壇
構
築
技
術

と
み
な
し
う
る）

1（
（

。
続
く
奈
良
時
代
前
半
の
例
は
稀
だ
が
、
奈
良
時
代
後
半

に
な
る
と
、
天
平
宝
字
九
年
（
七
六
五
）
に
創
建
さ
れ
た
南
都
七
大
寺
に

列
せ
ら
れ
る
西
大
寺
の
東
塔
に
採
用
さ
れ
、
金
堂
に
は
壺
地
業
に
凝
灰
岩

切
石
、
金
堂
院
の
回
廊
や
軒
廊
に
は
壺
地
業
に
大
ぶ
り
の
礫
を
入
れ
る
な

ど
、
西
大
寺
の
伽
藍
造
営
に
際
し
て
多
用
さ
れ
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う

に
各
国
分
寺
に
も
採
用
さ
れ
る
。

礫
を
多
用
し
な
い
例
と
そ
の
評
価　

い
っ
ぽ
う
、
陸
奥
国
分
寺
塔
、
下
野

国
分
寺
塔
、
筑
後
国
分
寺
塔
な
ど
、
基
壇
構
築
に
際
し
て
礫
を
ほ
と
ん
ど

用
い
な
い
塔
基
壇
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
つ
ま
り
土
砂
の
み
で
基
壇

版
築
を
お
こ
な
う
例
だ
が
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

　

右
の
三
例
の
共
通
点
は
、
い
ず
れ
も
国
分
寺
造
営
に
先
行
し
て
陸
奥
国

で
は
多
賀
城
廃
寺
、
下
野
国
で
は
下
野
薬
師
寺
、
筑
後
国
で
は
観
世
音
寺

な
ど
、国
分
寺
造
営
前
に
大
規
模
な
寺
院
造
営
を
経
験
し
た
地
域
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
寺
院
の
堂
塔
で
は
、礫
を
用
い
る
版
築
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、

飛
鳥
寺
に
は
じ
ま
る
飛
鳥
時
代
の
官
寺
や
藤
原
宮
の
殿
舎
な
ど
の
版
築
に

通
有
な
土
砂
の
み
で
版
築
す
る
技
術
が
用
い
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
上
記

三
カ
寺
の
塔
基
壇
で
は
礫
を
多
用
し
な
い
点
が
共
通
し
、
国
分
寺
造
営
以

前
に
飛
鳥
時
代
の
技
術
に
よ
る
基
壇
築
成
を
経
験
し
た
地
域
で
は
、
そ
の

技
術
を
引
き
継
い
で
国
分
寺
造
塔
を
お
こ
な
っ
た
と
理
解
で
き
る）

11
（

。

多
様
な
技
術
が
介
在
す
る
諸
国
分
寺
の
評
価　

と
こ
ろ
が
、
上
記
国
分
寺

で
は
基
壇
版
築
に
一
切
礫
を
用
い
な
い
か
と
い
え
ば
、
あ
な
が
ち
そ
う
と

も
限
ら
な
い
。
下
野
国
分
寺
で
は
、
塔
基
壇
の
版
築
に
は
小
量
の
小
礫
し

か
混
じ
ら
な
い
の
に
対
し
、金
堂
で
は
礫
を
多
用
す
る）

11
（

。そ
の
理
由
は
何
か
。

　

こ
の
疑
問
に
対
し
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
国
分
寺
と
官
衙
と
の

関
連
で
あ
る
。
上
述
し
た
礫
を
多
用
す
る
版
築
に
よ
る
地
業
の
例
は
国
分

寺
に
と
ど
ま
ら
ず
、
官
衙
の
正
倉
に
も
認
め
ら
れ
る
。
下
野
国
の
官
衙
で

は
、
河
内
郡
衙
と
さ
れ
る
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺
跡
、
多
功
遺
跡
、
那
須

官
衙
遺
跡
（
那
須
郡
衙
）
な
ど
で
瓦
倉
が
採
用
さ
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
、

重
量
が
か
さ
む
瓦
葺
き
建
物
を
支
え
る
地
盤
改
良
と
し
て
礫
を
版
築
を
用

い
た
地
業
が
設
け
ら
れ
る）

11
（

。
大
橋
泰
夫
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
造

営
時
期
は
い
ず
れ
も
国
分
寺
創
建
前
後
と
考
え
ら
れ）

11
（

、
国
分
寺
造
営
に
か

か
る
技
術
伝
習
と
と
も
に
官
衙
に
も
援
用
し
た
と
予
想
で
き
る
。つ
ま
り
、

礫
を
多
用
す
る
技
術
が
国
分
寺
造
営
の
あ
る
段
階
で
導
入
さ
れ
た
と
み
る

な
ら
ば
、
先
の
礫
を
用
い
な
い
版
築
が
す
で
に
存
在
し
、
ま
ず
は
礫
を
使

用
し
な
い
版
築
技
術
で
造
塔
し
、
そ
の
後
礫
を
多
用
す
る
技
術
を
導
入
し
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て
金
堂
を
造
営
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
地
業
や
基
壇
版
築
に
お

け
る
大
ぶ
り
の
礫
の
使
用
・
不
使
用
は
、
国
分
寺
の
伽
藍
造
営
の
時
期
差

を
示
す
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
こ
ま
で
基
壇
構
築
技
術
を
分
類
し
該
当
例
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ

の
特
徴
は
、基
壇
構
築
技
術
の
多
種
多
様
さ
が
顕
著
と
い
う
点
に
つ
き
る
。

ま
た
こ
の
多
様
さ
は
、
国
分
寺
の
伽
藍
造
営
が
長
期
に
お
よ
ん
だ
こ
と
、

長
期
に
わ
た
る
造
営
を
早
く
完
了
す
る
た
め
、
造
営
期
間
の
途
中
で
宮
都

の
大
寺
院
に
採
用
し
た
新
規
の
技
術
を
各
国
分
寺
が
導
入
し
た
時
期
差
と

み
る
。
つ
ま
る
こ
と
こ
ろ
、
国
分
寺
造
営
に
は
技
術
移
転
を
と
も
な
う
と

の
理
解
に
立
つ
が
、
は
た
し
て
こ
れ
が
妥
当
な
の
か
以
下
で
考
え
た
い
。

（
四
）
技
術
移
転
と
そ
の
年
代

　

七
重
塔
の
造
営
は
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
経
験
が
な
く
、
国
分
寺
創
建

以
前
よ
り
伝
わ
る
造
寺
技
術
に
よ
っ
て
造
営
で
き
た
地
域
が
ご
く
限
ら
れ

る
。
先
に
の
べ
た
大
ぶ
り
の
礫
を
用
い
る
基
壇
や
地
業
の
例
は
、
但
馬
・

美
作
・
遠
江
・
甲
斐
・
信
濃
・
相
模
・
武
蔵
の
諸
国
分
寺
と
広
域
に
分
布

し
、
特
定
地
域
に
偏
在
す
る
傾
向
が
み
い
だ
せ
な
い
。
な
お
か
つ
国
分
寺

造
営
と
い
う
造
営
時
期
が
重
複
す
る
事
業
の
た
め
、
時
期
が
下
る
に
つ
れ

分
布
が
拡
大
す
る
と
い
う
伝
播
論
的
な
文
脈
で
は
説
明
で
き
な
い
。

　

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
斯
様
な
分
布
を
し
め
す
理
由
を
も
と
め
る
と
、

国
分
寺
造
塔
を
は
じ
め
と
す
る
堂
塔
の
造
営
に
際
し
、
各
地
に
技
術
移
転

を
は
か
っ
た
結
果
と
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
工
人
が
造
営

の
現
地
へ
お
も
む
く
、
あ
る
い
は
伝
習
と
い
う
か
た
ち
で
技
術
が
各
地
に

伝
わ
り
、
造
塔
や
堂
宇
を
造
営
し
た
と
理
解
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。

技
術
移
転
を
も
っ
て
造
塔
さ
れ
た
と
み
る
以
上
、
国
分
寺
造
塔
に
不
可
欠

な
技
術
を
保
持
し
て
い
た
の
は
、
七
世
紀
代
か
ら
百
済
大
寺
や
大
官
大
寺

な
ど
で
巨
塔
の
造
営
を
経
験
し
、
国
分
寺
造
営
が
本
格
化
し
た
時
期
に
ほ

ぼ
並
行
し
て
、
東
大
寺
や
大
安
寺
の
七
重
塔
を
相
次
い
で
建
立
し
た
宮
都

以
外
に
な
い
。
要
す
る
に
、
南
都
七
大
寺
の
造
寺
技
術
が
各
地
に
移
転
し

た
こ
と
で
、
国
分
寺
造
営
の
技
術
を
確
保
し
た
と
い
え
る
。

　

以
上
の
理
解
に
立
つ
と
、
国
分
寺
堂
塔
の
基
壇
構
築
で
特
徴
的
な
技
術

が
、
南
都
の
各
大
寺
の
堂
塔
創
建
年
代
を
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
は
低
い
と

結
論
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
分
寺
で
採
用
さ
れ
た
技
術
は
、
類
似

す
る
大
寺
の
堂
塔
の
創
建
年
代
以
降
と
な
る
公
算
が
高
い
。
そ
こ
か
ら
、

薬
師
寺
東
塔
や
東
大
寺
法
華
堂
な
ど
国
分
寺
創
建
以
前
か
ら
存
在
し
て
い

た
技
術
、
す
な
わ
ち
総
地
業
を
有
す
る
例
や
地
山
削
り
出
し
の
例
（
一-

（
一
）-

Ａ
・
Ｂ
）、
壺
地
業
で
も
礫
を
用
い
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
基
壇
上

面
か
ら
掘
り
込
む
礎
石
据
付
穴
や
基
壇
版
築
の
途
中
で
礎
石
を
据
え
付
け

る
技
術
（
一-

（
一
）-

Ｃ
①
か
つ
一-

（
二
）-

イ
・
ロ
）な
ど
は
、
国
分
寺
造

営
開
始
当
初
に
技
術
移
転
が
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
基
壇
版
築

層
に
小
礫
が
は
さ
ま
る
例
（
一-

（
三
）-

①
）
も
既
存
の
技
術
で
あ
る
。
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い
っ
ぽ
う
、
天
平
宝
字
九
年
創
建
の
西
大
寺
に
採
用
さ
れ
た
大
ぶ
り
の

礫
を
用
い
る
技
術
（
一-

（
三
）-

②
）
や
、
基
壇
を
も
た
な
い
あ
る
い
は
低

平
な
基
壇
で
壺
地
業
す
る
例
（
一-

（
一
）-

Ｃ
②
）
は
、
天
平
宝
字
九
年
を

さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
低
い
。
こ
れ
ら
を
加
味
し
、
上
記
国
分
寺
堂
塔
の

基
壇
構
築
技
術
は
、
ど
の
分
類
に
該
当
す
る
か
明
示
で
き
れ
ば
、
造
営
開

始
年
代
の
上
限
が
も
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
理
解
に
も
と
づ
き
、
次
章
で
は

国
分
寺
造
営
時
期
を
区
分
し
、
い
ず
れ
の
時
期
に
各
堂
塔
を
造
営
し
た
の

か
検
討
す
る
。

二　

基
壇
構
築
技
術
か
ら
み
た
堂
塔
の
造
営
時
期

（
一
）
造
営
時
期
の
区
分

　

先
行
研
究
で
、
国
分
寺
の
造
営
時
期
は
数
時
期
に
区
分
さ
れ
、
各
時
期

の
評
価
は
、
考
古
学
と
文
献
史
学
と
の
間
で
一
部
意
見
の
相
違
が
あ
る
も

の
の
、区
分
自
体
に
対
す
る
異
説
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、筆
者
も
異
存
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
も
先
行
研
究
の
区
分
を
踏
襲
し
た
時
期
区
分
案
を
採
用

す
る
。

　

ま
ず
、
現
今
の
国
分
寺
研
究
の
到
達
点
で
あ
る
須
田
勉
に
よ
る
国
分
寺

の
諸
段
階
は
、
次
に
し
め
す
と
お
り
で
あ
る）

11
（

。

Ⅰ
期 　

天
平
九
年
（
七
三
七
）
か
ら
天
平
一
三
年
（
七
四
一
）
二
月

二
四
日
の
国
分
寺
建
立
の
詔
ま
で

Ⅱ
期 　

国
分
寺
建
立
の
詔
か
ら
天
平
一
九
年
（
七
四
七
）
一
一
月
七
日

の
国
分
寺
造
営
督
促
の
詔
ま
で

Ⅲ
期 　

国
分
寺
造
営
督
促
の
詔
か
ら
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
五
月

二
日
の
聖
武
太
上
天
皇
崩
御
ま
で
Ⅳ
期　

聖
武
太
上
天
皇
崩
御
か

ら
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
九
月
一
八
日
の
恵
美
押
勝
の
敗
死

ま
で

Ⅴ
期 　

天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
九
月
二
十
日
の
道
鏡
大
臣
禅
師
就

任
か
ら
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
二
一
日
の
道
鏡
失
脚
ま
で

　

つ
ぎ
に
本
稿
の
時
期
区
分
だ
が
、
右
の
須
田
の
区
分
は
、
国
分
寺
建
立

の
詔
以
前
か
ら
の
造
寺
活
動
も
ふ
ま
え
た
知
見
で
、
か
つ
史
料
と
の
関
連

性
も
担
保
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
こ
れ
に
し
た
が
う
。
た
だ
し
、
本
稿
で

は
国
分
寺
造
営
に
お
け
る
基
壇
構
築
技
術
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
、
現

存
す
る
基
壇
や
掘
込
地
業
の
遺
構
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
た
め
、
基
壇
の

証
左
が
得
に
く
い
国
分
寺
建
立
の
詔
以
前
の
時
期
設
定
は
見
合
わ
せ
、
詔

以
降
を
区
分
の
対
象
と
し
、
須
田
の
い
う
Ⅱ
～
Ⅴ
期
を
そ
の
ま
ま
１
～
４

期
と
読
み
替
え
る
。

１　

期　

国
分
寺
建
立
の
詔
か
ら
の
数
年
間
、
具
体
的
に
は
天
平
一
三
年

か
ら
天
平
一
九
年
ま
で
を
さ
す
（
須
田
Ⅱ
期
）。
各
国
司
に
造
営
事
業
を

一
任
し
て
造
営
を
す
す
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
造
営
事
業
の
進
捗
状
況
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は
芳
し
く
な
か
っ
た
。

２　

期　

天
平
一
九
年
一
一
月
七
日
、
国
分
寺
造
営
督
促
の
詔
を
う
け
、

国
司
か
ら
郡
領
層
を
中
心
と
し
た
造
営
体
制
に
移
行
し
た
時
期
で
あ
る

（
須
田
Ⅲ
期
）。１
・
２
期
で
は
、一-

（
一
）で
説
明
し
た
Ａ
に
加
え
、一-

（
二
）

の
イ
な
い
し
は
ロ
、
す
な
わ
ち
南
都
の
大
寺
や
、
天
下
総
国
分
寺
た
る
東

大
寺
塔
の
基
壇
構
築
技
術
を
伝
習
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
ま
で

は
塔
の
建
立
を
優
先
し
た
と
み
ら
れ
る）

11
（

。

３　

期　

天
平
勝
宝
八
年
五
月
、
聖
武
太
上
天
皇
が
崩
御
し
、
６
月
、
忌

日
ま
で
に
丈
六
仏
と
仏
殿
の
造
営
を
急
ぐ
よ
う
に
督
促
が
だ
さ
れ
、
造
営

が
遅
れ
て
い
た
国
々
に
工
人
を
派
遣
し
、
造
営
事
業
の
推
進
に
拍
車
が
か

か
っ
た
と
さ
れ
る
段
階
を
さ
す
（
須
田
Ⅳ
期
）。
３
期
に
な
る
と
、
上
記

督
促
の
内
容
か
ら
み
て
金
堂
整
備
が
最
優
先
さ
れ
た
。
武
蔵
国
分
寺
金
堂

に
み
ら
れ
る
一-

（
一
）
の
Ｃ
①
な
ど
が
技
術
と
し
て
移
転
し
た
と
推
測
す

る
。
な
お
３
期
は
、
天
平
宝
字
八
年
九
月
の
恵
美
押
勝
の
敗
死
ま
で
と
す

る
。

４　

期　

天
平
宝
字
八
年
九
月
、
道
鏡
が
大
臣
禅
師
に
就
任
し
、
造
下
野

薬
師
寺
司
別
当
と
し
て
配
流
さ
れ
る
宝
亀
元
年
八
月
ま
で
の
時
期
を
４
期

と
す
る
（
須
田
Ⅴ
期
）。
道
鏡
政
権
下
に
お
け
る
造
営
継
続
、
西
大
寺
・

西
隆
寺
・
法
華
寺
や
、
出
身
地
で
あ
る
河
内
国
若
江
郡
所
在
の
由
義
寺
の

建
立
に
注
力
し
た
時
期
で
、
こ
れ
ら
寺
院
の
基
壇
技
術
が
各
地
に
移
転
し

た
と
推
測
す
る
。
具
体
的
に
は
、
西
大
寺
の
基
壇
構
築
技
術
で
あ
る
大
ぶ

り
の
礫
を
用
い
る
版
築
、
す
な
わ
ち
一-

（
三
）
の
②
や
、
壺
地
業
に
大
ぶ

り
の
礫
を
用
い
る
場
合
が
多
い
一-

（
一
）
の
Ｃ
②
の
う
ち
、
総
地
業
と
併

存
し
な
い
も
の
が
技
術
移
転
し
た
と
み
る
。
な
お
４
期
の
国
分
寺
で
は
、

造
塔
が
再
び
優
先
す
る
と
い
わ
れ
る
。

（
二
）
事
例
の
帰
属
時
期

　

対
象
遺
構
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
時
期
に
該
当
す
る
か
判
断
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
基
壇
構
築
技
術
か
ら
関
連
性
が
強
く
示
唆
さ
れ
、
か
つ
建
立
の
年

代
が
判
明
し
て
い
る
南
都
七
大
寺
の
堂
塔
と
の
対
応
関
係
を
重
視
し
た
。

そ
の
結
果
を
整
理
す
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。

１
・
２
期
の
例　

ま
ず
、
国
分
寺
堂
塔
の
基
壇
で
特
徴
的
な
要
素
は
、
礫

の
使
用
で
あ
る
。
前
章
で
の
べ
た
と
お
り
、
礫
の
大
き
さ
に
応
じ
て
二
大

別
で
き
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
だ
が
、
小
礫
が
混
じ
る
例
は
、
薬
師
寺
東
塔

や
東
大
寺
法
華
堂
な
ど
、
国
分
寺
造
営
以
前
に
建
立
さ
れ
た
南
都
七
大
寺

の
堂
塔
で
す
で
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
国
分
寺
造
営
開
始
後
の
東
大
寺
東

塔
に
も
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
版
築
一
層
の
厚
さ
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
厚
み
を

有
す
る
礫
を
版
築
に
よ
っ
て
突
き
固
め
る
際
の
ス
ケ
ー
ル
と
し
た
技
術

は
、
国
分
寺
造
営
開
始
時
点
で
既
存
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
で
、
国
分
寺

造
営
開
始
当
初
か
ら
各
地
の
国
分
寺
に
採
用
さ
れ
た
と
み
て
も
時
間
的
な

齟
齬
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
小
礫
が
混
じ
る
版
築
を
有
す
る
基
壇
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や
掘
込
地
業
は
、
国
分
寺
造
営
開
始
の
段
階
で
採
用
し
た
と
判
断
す
る）

11
（

。

国
分
寺
塔
で
は
、上
野
国
分
寺
・
武
蔵
国
分
寺（
塔
跡
１
）・
相
模
国
分
寺
・

三
河
国
分
寺
・
美
濃
国
分
寺
・
淡
路
国
分
寺
・
肥
前
国
分
寺
な
ど
が
該
当

す
る
。
た
だ
、
以
上
の
塔
が
１
期
か
ら
工
事
着
手
し
た
の
か
、
あ
る
い
は

２
期
の
督
促
の
詔
に
よ
っ
て
着
工
し
た
の
か
特
定
が
困
難
な
た
め
、
現
状

で
は
こ
れ
ら
を
１
期
な
い
し
２
期
の
例
と
し
て
お
く
。

４
期
の
例　

つ
ぎ
に
、
国
分
寺
堂
塔
の
基
壇
で
特
徴
的
な
要
素
は
、
層
厚

の
ス
ケ
ー
ル
で
は
な
く
、
そ
の
重
さ
で
版
築
の
締
め
固
め
が
期
待
さ
れ
た

大
ぶ
り
の
礫
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
す
る
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
基
壇
や
掘

込
地
業
（
総
地
業
）
内
に
大
ぶ
り
な
礫
を
い
れ
る
例
は
、
南
都
七
大
寺
で

み
る
と
西
大
寺
東
塔
し
か
な
く
、
基
壇
構
築
な
ど
の
技
術
が
伝
習
さ
れ
た

と
の
立
場
を
と
る
以
上
、
国
分
寺
塔
で
の
類
例
は
西
大
寺
東
塔
以
降
の
所

産
と
な
る
。
西
大
寺
の
造
営
開
始
が
天
平
宝
字
八
年
で
あ
る
か
ら
、
国
分

寺
の
類
例
は
、
時
期
を
も
っ
と
も
引
き
上
げ
た
と
し
て
も
天
平
宝
字
八
年

以
降
の
所
産
と
な
る
。
国
分
寺
塔
の
例
で
い
え
ば
、
甲
斐
国
分
寺
・
信
濃

国
分
寺
・
遠
江
国
分
寺
・
但
馬
国
分
寺
・
美
作
国
分
寺
が
該
当
し
、
こ
れ

ら
の
造
営
は
天
平
宝
字
八
年
以
降
、
つ
ま
り
４
期
と
推
測
で
き
る
。

　

ま
た
、
大
ぶ
り
な
礫
を
ふ
く
む
例
は
、
基
壇
や
総
地
業
だ
け
で
な
く
、

壺
地
業
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
。
南
都
七
大
寺
の
う
ち
壺

地
業
に
大
ぶ
り
な
礫
を
含
む
例
の
う
ち
、
前
章
で
Ｃ
②
と
し
た
例
、
す
な

わ
ち
明
確
な
基
壇
版
築
を
と
も
な
わ
な
い
、
あ
る
い
は
低
平
な
基
壇
し
か

な
い
壺
地
業
の
例
は
、
南
都
七
大
寺
で
み
る
と
金
堂
院
回
廊
・
軒
廊
で
存

在
が
確
認
で
き
る
西
大
寺
以
外
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
国
分
寺
に
お
け
る

類
例
も
天
平
宝
字
八
年
以
降
、
す
な
わ
ち
４
期
の
所
産
と
す
る
の
が
穏
当

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
国
分
寺
の
例
で
は
、
武
蔵
国

分
寺
中
門
・
武
蔵
国
分
寺
僧
房
・
相
模
国
分
寺
講
堂
・
相
模
国
分
寺
北
回

廊
東
半
が
該
当
す
る
。

３
期
の
例　

さ
て
、
も
う
ひ
と
つ
特
徴
的
な
総
地
業
と
壺
地
業
が
併
存
す

る
例
だ
が
、
南
都
七
大
寺
の
例
を
み
る
と
、
こ
ち
ら
は
薬
師
寺
東
・
西
塔

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
国
分
寺
建
立
以
前
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
。
国
分

寺
で
は
武
蔵
国
分
寺
金
堂
・
鐘
楼
が
該
当
し
、
こ
れ
ま
で
の
手
続
き
に
則

る
な
ら
ば
国
分
寺
造
営
開
始
当
初
か
ら
存
在
し
た
技
術
と
位
置
づ
け
る
。

と
こ
ろ
が
武
蔵
国
分
寺
金
堂
で
は
、
壺
地
業
内
に
大
ぶ
り
の
礫
を
敷
き
詰

め
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
例
を
国
分
寺
造
営
開
始
当
初
の
時
期
ま
で
引

き
上
げ
る
こ
と
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
壺
地
業
内
の
礫
を

造
営
当
初
よ
り
後
出
す
る
要
素
と
評
価
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
を
引
き

下
げ
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
た
だ
、
武
蔵
国
分
寺
金
堂
の
造
営
を
先
述
し

た
Ｃ
②
の
ご
と
く
、
七
六
四
年
以
降
ま
で
引
き
下
げ
る
の
が
妥
当
と
ま
で

確
言
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
天
平
勝
宝
八
年
五
月
の
聖
武
太
政
天
皇

の
崩
御
を
契
機
と
し
、
翌
六
月
に
忌
日
ま
で
に
丈
六
仏
と
仏
殿
の
造
営
を
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急
ぐ
よ
う
督
促
し
、
造
営
が
遅
れ
て
い
た
一
部
国
分
寺
の
金
堂
造
営
に
拍

車
が
か
か
り
、
こ
の
時
期
に
造
営
し
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
た
め
で

あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
武
蔵
国
分
寺
金
堂
の
建
立
年
代
は
鉄
案
が
得
ら
れ

ず
、
４
期
の
造
営
も
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
如
上
の
天
平
勝
宝
八
年
か
ら
天

平
宝
字
八
年
ま
で
の
間
、
つ
ま
り
本
稿
で
い
う
３
期
に
武
蔵
国
分
寺
金
堂

な
ら
び
に
鐘
楼
が
造
営
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
三
）
４
期
の
造
営
を
認
め
る
年
代
的
根
拠

　

史
料
か
ら
国
分
寺
造
営
を
考
察
し
た
川
尻
秋
生
は
、
国
分
寺
造
営
督
促

の
詔
を
契
機
に
国
分
寺
造
営
が
す
す
み
、
天
平
勝
宝
八
年
の
督
促
か
ら
ほ

ど
な
く
し
て
造
営
が
完
了
し
た
と
す
る
評
価
、
つ
ま
り
３
期
で
竣
工
し
た

と
す
る
理
解
を
再
検
討
す
べ
き
と
指
摘
す
る）

11
（

。
い
い
か
え
る
と
、
国
分
寺

の
造
営
が
４
期
に
も
な
お
続
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
川
尻
は
暗

に
主
張
す
る
が
、
こ
の
主
張
の
当
否
に
つ
い
て
、
考
古
資
料
か
ら
導
か
れ

る
国
分
寺
造
営
年
代
の
成
果
か
ら
考
察
し
た
い
。

信
濃
国
分
寺
の
瓦　

信
濃
国
分
寺
を
特
徴
づ
け
る
軒
瓦
の
ひ
と
つ
に

６
７
３
４
Ｃ
型
式
軒
平
瓦
が
あ
る
。
山
崎
信
二
に
よ
る
と
、
当
該
軒
平
瓦

は
西
隆
寺
所
用
瓦
の
候
補
と
さ
れ
、
西
隆
寺
で
最
も
出
土
量
が
多
い
軒
平

瓦
６
７
６
１
Ａ
と
の
年
代
的
対
応
か
ら
、
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
以

降
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う）

11
（

。
つ
ま
り
山
崎
は
、
道
鏡
の
全
盛
期
で
あ

る
本
稿
の
４
期
に
信
濃
国
分
寺
が
造
営
・
完
成
し
た
と
理
解
す
る
。
こ
れ

に
対
し
須
田
勉
は
、
天
平
一
九
年
と
天
平
宝
字
元
年
の
二
度
に
わ
た
る
国

分
寺
造
営
督
促
の
詔
を
経
て
、
国
分
寺
は
全
国
的
に
完
成
の
域
に
達
し
た

と
す
る
立
場
か
ら
、本
稿
の
３
期
で
造
営
が
完
了
し
た
と
す
る）

1（
（

。し
か
し
、

信
濃
国
分
寺
の
造
営
を
３
期
以
前
に
ひ
き
あ
げ
る
考
古
学
的
な
例
証
が
弱

く
、
信
濃
国
分
寺
で
少
な
く
と
も
瓦
葺
き
の
堂
塔
は
、
七
七
〇
年
を
前
後

す
る
時
期
、
す
な
わ
ち
４
期
に
造
営
が
本
格
化
し
た
と
理
解
す
る
の
が
適

切
で
あ
る
。

　

さ
て
信
濃
国
分
寺
は
、
塔
・
金
堂
・
講
堂
・
中
門
な
ど
の
基
壇
に
大
ぶ

り
の
礫
を
多
用
す
る
点
で
基
壇
構
築
技
術
が
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
、
堂
塔
に

よ
っ
て
異
な
る
基
壇
構
築
技
術
が
用
い
ら
れ
る
他
の
国
分
寺
と
は
こ
と
な

る
特
徴
を
も
つ
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
濃
国
分
尼
寺
の
金
堂
・
講
堂

も
国
分
寺
と
同
様
の
大
ぶ
り
の
礫
を
敷
き
詰
め
た
基
壇
で
あ
る
点
が
共
通

し
、
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
集
中
し
て
造
営
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い）

11
（

。
基
壇
に
大
ぶ
り
の
礫
を
用
い
る
の
は
、
４
期
に
該
当
す
る
と

先
に
説
明
し
た
が
、
基
壇
構
築
技
術
が
堂
塔
で
共
通
す
る
こ
と
が
、
信
濃

国
分
寺
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
特
徴
と
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
信
濃

国
分
寺
・
国
分
尼
寺
は
、
他
の
国
分
寺
よ
り
も
か
な
り
遅
れ
て
４
期
以
降

に
主
要
堂
塔
の
造
営
が
本
格
化
し
た
と
み
な
し
う
る
。

美
作
国
分
寺
塔
の
軒
瓦　

美
作
国
分
寺
塔
も
基
壇
内
に
大
ぶ
り
の
礫
を
敷
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き
詰
め
、
こ
れ
が
４
期
の
特
徴
と
先
に
の
べ
た
。
美
作
国
分
寺
塔
の
主
た

る
軒
瓦
の
組
み
合
わ
せ
は
、
軒
丸
瓦
Ⅱ
型
式
と
軒
平
瓦
Ⅰ
─
ａ
・
ｂ
型
式

で
あ
り
、
そ
の
年
代
は
奈
良
時
代
末
～
平
安
時
代
初
頭
に
も
と
め
ら
れ

る）
11
（

。
遠
江
国
分
寺
塔
の
軒
瓦　

遠
江
国
分
寺
塔
は
、
出
土
瓦
か
ら
ま
ず
金
堂
・

南
大
門
を
造
営
、つ
ぎ
に
塔
の
造
営
が
始
ま
っ
た
よ
う
だ
が
完
成
が
遅
れ
、

創
建
期
よ
り
も
後
の
第
Ⅱ
期
で
も
後
出
す
る
軒
丸
瓦
Ｃ
２
類
、
軒
平
瓦
Ｈ

類
な
ど
が
多
い）

11
（

。
続
く
第
Ⅲ
期
が
九
世
紀
第
１
四
半
期
の
た
め
、
軒
丸
瓦

Ｃ
２
類
、
軒
平
瓦
Ｈ
類
は
八
世
紀
後
半
～
末
の
年
代
幅
に
お
さ
ま
る
だ
ろ

う
。
遠
江
国
分
寺
の
造
塔
時
期
が
４
期
ま
で
下
れ
ば
、
木
装
基
壇
外
装
の

採
用
も
遅
滞
す
る
造
塔
に
対
応
す
る
た
め
、
調
達
の
容
易
な
素
材
で
安
価

か
つ
簡
便
な
仕
様
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。加
え
て
木
装
基
壇
外
装
は
、

羽
目
板
を
基
壇
上
面
付
近
の
高
さ
ま
で
設
置
し
た
場
合
、
羽
目
板
自
体
が

基
壇
版
築
の
堰
板
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
つ

ま
り
基
壇
版
築
の
工
程
に
並
行
し
て
基
壇
外
装
も
設
置
で
き
る
こ
と
が
、

木
装
基
壇
外
装
の
利
点
で
あ
り
、
工
期
の
圧
縮
が
期
待
で
き
る
。
こ
れ
ら

か
ら
、
素
材
の
脆
弱
性
に
は
目
を
つ
む
っ
て
で
も
国
分
寺
の
造
営
を
完
了

さ
せ
た
と
想
起
す
る
の
は
、
言
葉
が
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

但
馬
国
分
寺　

但
馬
国
分
寺
は
古
く
塔
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
平
面
図
を
み

る
か
ぎ
り
基
壇
上
面
に
大
ぶ
り
の
礫
が
散
見
さ
れ
、
そ
の
分
布
は
礎
石
周

辺
の
み
な
ら
ず
礎
石
か
ら
は
な
れ
た
位
置
で
も
認
め
ら
れ
る
。
基
壇
内
部

に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
基
壇
上
面
の
状
況
か
ら
み
て
こ
れ
ら
礫
の
一
部

は
、
基
壇
版
築
の
際
に
用
い
ら
れ
た
大
ぶ
り
の
礫
と
推
測
で
き
る
こ
と
か

ら
、
既
述
の
と
お
り
そ
の
特
徴
か
ら
４
期
の
所
産
だ
ろ
う
。

　
『
続
日
本
紀
』
巻
第
一
九
、
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
一
二
月
二
〇

日
に
、
但
馬
ほ
か
二
六
国
に
、
聖
武
太
上
天
皇
一
周
忌
斎
会
の
荘
厳
具
に

宛
て
る
た
め
、
灌
頂
幡
一
具
・
道
場
幡
四
九
首
・
緋
綱
二
条
を
頒
ち
下
し

た
と
あ
る
。
こ
の
頃
、
但
馬
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
分
寺
が
ほ
ぼ
完
成
し

た
と
の
評
価
も
あ
る
が
、
寺
院
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
と
伽
藍
全
体
の
竣

工
は
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
と
な
ら
な
い
。
唐
招
提
寺
は
、
屋
瓦
か
ら
金
堂

の
竣
工
が
奈
良
時
代
末
～
平
安
時
代
初
頭
ま
で
下
る
が
、
寺
院
と
し
て
は

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）に
開
か
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
も
自
明
だ
ろ
う
。

　

な
お
但
馬
国
分
寺
で
は
、
寺
域
南
東
隅
で
一
括
廃
棄
さ
れ
た
と
み
ら
れ

る
木
簡
が
三
六
点
出
土
し
、
一
部
に
紀
年
の
あ
る
個
体
が
含
ま
れ
る）

11
（

。
紀

年
は
天
平
神
護
三
年
（
七
六
六
）、
神
護
景
雲
二
・
三
年
（
七
六
八
・

七
六
九
）
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
本
稿
の
４
期
以
降
に
属
す
る
点
が
示
唆

的
で
あ
る
。

　

以
上
、
出
土
遺
物
の
年
代
を
瞥
見
し
、
掘
込
地
業
や
版
築
に
大
ぶ
り
な

礫
を
入
れ
る
例
は
、
伝
習
に
よ
る
技
術
移
転
と
、
そ
の
際
西
大
寺
の
造
営

技
術
を
伝
習
し
た
と
の
推
定
に
立
つ
以
上
、
大
半
が
西
大
寺
造
営
の
時
期
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に
該
当
す
る
４
期
ま
で
下
る
と
み
て
よ
い
。
少
な
く
と
も
信
濃
・
遠
江
・

三
河
・
但
馬
国
分
寺
の
造
塔
は
、
４
期
以
降
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う）

11
（

。

つ
ま
り
、
国
分
寺
伽
藍
の
完
成
は
４
期
以
降
に
下
る
例
が
少
な
か
ら
ず
存

在
す
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
か
ら
、
先
の
川
尻
の
指
摘
を
是
と
し
た
い）

11
（

。

三　

相
模
国
分
寺
・
武
蔵
国
分
寺
の
造
営
順
序
の
復
元

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
、
相
模
国
分
寺
・
武
蔵
国
分
寺
に
お

け
る
主
要
堂
塔
の
造
営
順
序
を
復
元
す
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

相
模
国
分
寺　

１
・
２
（
図
７
❶
）：
塔
（
総
地
業
、
礎
石
据
付
イ
、
礫
①
）・

金
堂
（
地
業
不
明
、
礎
石
据
付
イ
）
→
３
期
（
図
７
❷
）：
南
面
回
廊
（
礎

石
据
付
ロ
）
→
４
期
（
図
７
❸
）：
講
堂
（
基
壇
の
一
部
で
礫
②
）・
僧
房

（
礫
②
）・
北
面
回
廊
東
半
（
壺
地
業
、
礫
②
か
）

武
蔵
国
分
寺　

１
・
２
期
（
図
８
❶
）：
塔
跡
１
（
総
地
業
、
礎
石
据
付
ロ
、

礫
①
）・
講
堂
（
総
地
業
、
礎
石
据
付
ロ
、
礫
①
）
→
（
３
期
か
、
図
８
❷
）：

金
堂
（
総
地
業
礫
な
し
・
壺
地
業
礫
②
）・
鐘
楼
（
総
地
業
、
礫
な
し
）

→
４
期
（
図
８
❸
）：
中
門
（
礫
②
）・
僧
房
（
礫
②
）

　

な
お
武
蔵
国
分
寺
金
堂
や
鐘
楼
の
総
地
業
は
、
と
も
に
礫
を
ほ
と
ん
ど

使
わ
ず
、
金
堂
の
壺
地
業
に
は
大
ぶ
り
の
礫
を
多
用
し
、
基
壇
版
築
層
に

多
数
の
小
礫
が
あ
る
塔
跡
１
や
講
堂
と
大
き
く
こ
と
な
り
、
こ
れ
を
時
期

差
に
帰
納
し
た
。
つ
ま
り
、
総
地
業
か
ら
壺
地
業
へ
、
加
え
て
小
礫
か
ら

大
ぶ
り
の
礫
へ
変
遷
を
と
げ
た
と
理
解
し
た
。

造
営
順
序
の
評
価　

こ
れ
ら
を
概
括
す
る
と
、
相
模
・
武
蔵
両
国
分
寺
の

塔
は
、
遅
く
と
も
２
期
ま
で
に
は
造
営
に
着
手
し
た
と
推
測
で
き
る
が）

11
（

、

伽
藍
全
体
の
整
備
は
少
な
く
と
も
４
期
ま
で
下
る
と
考
え
ら
れ
、
伽
藍
造

営
は
三
〇
年
前
後
と
長
期
間
に
お
よ
ん
だ）

11
（

。
ま
た
両
国
分
寺
は
、
伽
藍
造

営
の
早
い
段
階
で
の
造
塔
が
共
通
す
る
が
、
他
の
堂
宇
は
造
営
順
序
が
ち

が
う
。
要
す
る
に
、
国
分
寺
建
立
の
詔
に
し
た
が
い
、
ま
ず
国
の
華
た
る

造
塔
か
ら
開
始
し
た
が
、
金
堂
の
造
営
も
造
塔
に
あ
わ
せ
た
相
模
と
、
金

堂
で
は
な
く
講
堂
や
鐘
楼
の
造
営
か
ら
開
始
し
た
武
蔵
と
で
は
、
伽
藍
整

備
計
画
が
こ
と
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
先
の
検
討
結
果
か
ら
み
て
、
相
模
・
武
蔵
と
は
造
営
計
画
を
異

に
す
る
国
分
寺
も
少
な
く
な
い
。
信
濃
国
分
寺
の
ご
と
く
伽
藍
全
体
の
整

備
が
遅
い
例
、他
の
堂
宇
の
造
営
が
先
行
し
造
塔
が
遅
れ
る
遠
江
、但
馬
、

美
作
な
ど
の
諸
国
分
寺
が
最
た
る
例
で
あ
る
。
国
分
寺
建
立
の
詔
に
し
た

が
い
造
塔
を
優
先
し
た
地
域
も
あ
れ
ば
、
仏
殿
を
は
じ
め
と
す
る
堂
宇
を

ま
ず
整
備
し
て
、
仏
事
や
斎
会
へ
の
供
用
開
始
を
重
視
し
た
地
域
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
分
寺
伽
藍
の
造
営
が
長
期
に
お
よ
ん

だ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

国
分
寺
基
壇
構
築
技
術
の
変
遷
と
そ
の
評
価　

最
後
に
、
基
壇
構
築
技
術
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図７　相模国分寺の伽藍造営順序
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の
変
遷
に
つ
い
て
筆
者
の
評
価
を
の
べ
る
。

　

大
ぶ
り
の
礫
を
投
入
す
る
こ
と
で
土
砂
の
節
減
だ
け
で
な
く
、
礫
の
重

さ
に
よ
る
締
め
固
め
に
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
は
容
易
に
察
し

が
つ
く
。
斯
様
な
理
由
か
ら
、
造
塔
で
膨
大
な
時
間
を
要
し
、
造
営
事
業

に
よ
る
負
荷
を
幾
許
か
で
も
軽
減
し
加
え
て
遅
滞
す
る
伽
藍
整
備
を
急
ぐ

た
め
、
技
術
的
工
夫
に
礫
を
多
用
す
る
壺
地
業
（
礫
多
用
）
や
基
壇
版
築

を
導
入
し
た
の
で
は
な
い
か
。
急
ぎ
伽
藍
整
備
す
る
と
い
う
事
情
は
、
本

稿
の
４
期
に
造
営
が
は
じ
ま
る
西
大
寺
で
も
同
様
だ
っ
た
。
西
大
寺
で
多

用
さ
れ
た
大
ぶ
り
の
礫
を
使
う
基
壇
構
築
技
術
は
、
造
営
が
遅
れ
て
い
た

地
域
に
伝
習
な
ど
技
術
移
転
に
よ
っ
て
共
有
す
る
こ
と
で
同
一
技
術
が
広

域
に
分
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
４
期
つ
ま
り
道
鏡
政
権
下
で
は
、
平
城
京
で
西
大
寺

や
西
隆
寺
、
法
華
寺
や
由
義
寺
、
造
営
が
遅
れ
て
い
た
諸
国
の
国
分
寺
の

造
営
が
急
が
れ
、
広
域
で
寺
院
整
備
を
推
進
し
た
と
考
え
る
。

結　

語

　

本
稿
に
お
け
る
分
析
結
果
な
ら
び
に
考
察
の
大
要
は
、
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

① 　

相
模
国
分
寺
の
造
塔
は
、
基
壇
築
成
以
前
に
横
穴
式
石
室
墳
一
基
分

図８　武蔵国分寺の伽藍造営順序
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の
土
砂
掘
削
工
と
盛
土
工
が
見
込
ま
れ
、
こ
れ
に
加
え
て
基
壇
版
築
土

の
掘
削
と
締
め
固
め
、
重
量
の
か
さ
む
礎
石
の
採
集
・
運
搬
、
膨
大
な

木
材
の
調
達
・
運
搬
・
加
工
と
瓦
の
生
産
・
運
搬
、
相
輪
を
は
じ
め
と

す
る
金
属
製
品
の
製
作
や
造
仏
を
勘
案
す
る
と
、
莫
大
な
金
額
と
労
力

が
投
じ
ら
れ
、
そ
の
造
営
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

② 　

総
地
業
・
壺
地
業
、
基
壇
版
築
と
掘
込
地
業
に
み
ら
れ
る
礫
の
大
小

と
い
っ
た
諸
属
性
か
ら
基
壇
構
築
技
術
を
分
類
し
、
こ
れ
ら
の
組
み
合

わ
せ
の
違
い
が
、
国
分
寺
造
営
に
と
も
な
う
土
木
技
術
の
伝
習
と
い
っ

た
技
術
移
転
の
時
期
差
に
起
因
す
る
と
と
ら
え
た
。
つ
ま
り
国
分
寺
造

営
に
端
を
発
し
た
技
術
移
転
は
、
諸
国
で
難
渋
す
る
造
営
を
う
な
が
す

た
め
、
数
次
に
お
よ
ん
だ
と
推
定
し
た
。
ま
た
、
国
分
寺
造
営
に
用
い

ら
れ
た
基
壇
構
築
技
術
は
、
そ
の
共
通
性
か
ら
官
大
寺
の
基
壇
構
築
技

術
が
移
転
し
た
と
理
解
し
た
。

③ 　

相
模
国
分
寺
の
塔
と
金
堂
は
、
そ
れ
ほ
ど
間
を
置
か
ず
に
建
立
し
た

と
み
ら
れ
る
。
塔
・
金
堂
の
竣
工
後
、
回
廊
な
ど
の
建
設
に
着
手
し
、

さ
ら
に
そ
の
あ
と
講
堂
や
僧
房
を
造
営
し
た
と
推
定
し
た
。
他
方
、
武

蔵
国
分
寺
で
は
伽
藍
中
枢
の
北
側
の
堂
宇
と
そ
こ
か
ら
離
れ
た
塔
跡
１

か
ら
造
営
を
は
じ
め
た
ら
し
い
。

④ 　

国
分
寺
で
は
、
４
期
す
な
わ
ち
天
平
宝
字
八
年
以
降
に
も
造
塔
の
例

が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
道
鏡
政
権
下
に
お
い
て
国
分
寺

造
営
事
業
が
再
度
本
格
化
し
た
可
能
性
が
高
く
、
道
鏡
政
権
の
仏
教
政

策
の
評
価
が
欠
か
せ
な
い
。

⑤ 　

国
分
寺
伽
藍
の
完
成
に
は
相
当
な
時
間
を
要
し
た
が
、
伽
藍
の
完
成

に
い
た
る
ま
で
国
分
寺
で
は
、
い
か
な
る
運
用
を
お
こ
な
っ
た
か
、
い

う
な
れ
ば
仮
設
的
な
仏
堂
な
ど
が
存
在
し
た
可
能
性
も
念
頭
に
お
く
必

要
が
あ
る
。

　

出
土
瓦
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
本
稿
で
し
め
し
た
分
析
視
座
な
ど
を
用

い
て
、
国
分
尼
寺
も
含
め
た
国
分
寺
の
造
営
過
程
が
全
国
レ
ベ
ル
で
あ
き

ら
か
に
な
れ
ば
、
国
分
寺
建
立
の
詔
や
督
促
の
詔
に
か
ぎ
ら
ず
、
道
鏡
政

権
に
お
け
る
寺
院
の
整
備
推
進
と
国
分
寺
造
営
に
与
え
た
影
響
な
ど
、
よ

り
多
面
的
に
国
分
寺
造
営
や
造
塔
の
評
価
が
可
能
と
な
ろ
う
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
一
三
日
に
開
催
し
た
史
跡
相
模
国
分
寺
跡
指
定
百

周
年
記
念
講
演
会
で
の
講
演
内
容
の
一
部
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
に
際

し
、
海
老
名
市
教
育
委
員
会
な
ら
び
に
奈
良
文
化
財
研
究
所
か
ら
資
料
提
供
な
ら
び

に
有
益
な
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
に
代
え
た
い
。
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註（
１
） 
則
天
武
后
（
武
則
天
、
在
位
六
九
〇-

七
〇
五
年
）
が
諸
州
に
大
雲
寺
を
設
置
し
、

『
大
雲
経
』（
偽
経
）
を
備
え
、
僧
侶
に
こ
れ
を
講
じ
さ
せ
た
。

 

岸
田
知
子
一
九
七
五
「
則
天
武
后
と
三
教
」『
待
兼
山
論
叢 

哲
学
篇
』
八
、
大
阪

大
学
文
学
部
、
一
五-

三
〇
頁

（
２
） 『
国
史
大
事
典
』
の
「
国
分
寺
」（
井
上
薫
執
筆
）
に
よ
る

（
３
） 

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
寺
格
の
一
種
。
官
大
寺
・
国
分
寺
・
国
分

尼
寺
に
次
ぐ
。
み
だ
り
に
私
寺
の
建
立
と
そ
れ
に
よ
る
受
益
を
戒
め
る
目
的
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
） 

梶
原
義
実
二
〇
一
〇
『
国
分
寺
瓦
の
研
究
─
考
古
学
か
ら
み
た
律
令
期
生
産
組
織

の
地
方
的
展
開
─
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

（
５
） 

河
野
一
也
・
須
田
誠
・
向
原
崇
英
・
浅
井
希
二
〇
一
三
「
相
模
国
分
寺
」『
国
分

寺
の
創
建 

組
織
・
技
術
編
』
吉
川
弘
文
館
、
四
〇
七-

四
五
〇
頁

（
６
） 

青
木
敬
二
〇
一
二
「
国
分
寺
造
塔
と
土
木
技
術
」『
土
壁
』
第
一
二
号
、
考
古
学

を
楽
し
む
会
、
三
一-

四
〇
頁
、
以
下
前
稿
と
略
記
。

（
７
） 

奈
良
文
化
財
研
究
所
・
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
二
〇
一
六
『
薬
師
寺
東
塔

基
壇 

国
宝
薬
師
寺
東
塔
保
存
修
理
事
業
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
概
報
』
薬
師
寺

（
８
） 

奈
良
文
化
財
研
究
所
（
編
）
二
〇
〇
二
『
興
福
寺　

第
１
期
境
内
整
備
計
画
に
と

も
な
う
発
掘
調
査
概
報
Ⅲ
』
興
福
寺

（
９
） 

地
耐
力
的
に
掘
込
地
業
を
設
け
る
必
要
の
な
い
地
盤
環
境
で
あ
っ
て
も
掘
込
地
業

を
設
け
る
東
京
都
武
蔵
府
中
熊
野
神
社
古
墳
（
上
円
下
方
墳
、
七
世
紀
）
な
ど
、

掘
込
地
業
と
地
耐
力
が
必
ず
し
も
相
関
し
な
い
例
が
あ
り
、
こ
う
し
た
例
が
関
東

地
方
に
存
在
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

（
10
） 

東
・
西
塔
と
も
版
築
層
に
挟
ま
る
よ
う
に
小
礫
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
、
大
ぶ
り

の
礫
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

（
11
） 

林
正
憲
二
〇
〇
八
「
西
大
寺
薬
師
金
堂
の
調
査
」『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要

二
〇
〇
八
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
一
四
八-

一
五
三
頁

（
12
） 

中
島
信
親
「
長
岡
宮
跡
第
四
九
〇
次
（
７
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｎ
─
11
地
区
）」『
長
岡
京
ほ

か
』
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
九
六
集
、
二
〇
一
三
年
、
八
一-

一
一
四
頁

（
13
） 

京
都
市
文
化
市
民
局
文
化
芸
術
都
市
推
進
室
文
化
財
保
護
課
二
〇
二
一
『
史
跡
西

寺
跡 

発
掘
調
査
総
括
報
告
書
』
京
都
市
文
化
市
民
局

（
14
） 

国
分
寺
市
教
育
委
員
会
（
編
）
二
〇
一
六
『
国
指
定
史
跡
武
蔵
国
分
僧
寺
跡
発
掘

調
査
報
告
書
Ⅰ
─
史
跡
保
存
整
備
事
業
に
伴
う
事
前
遺
構
確
認
調
査
〔
遺
構

編
〕
─
』
国
分
寺
市
教
育
委
員
会

（
15
） 

石
田
由
紀
子
・
川
畑
純
・
神
野
恵
・
芝
康
次
郎
二
〇
一
三
「
薬
師
寺
食
堂
の
調

査
─
第
五
〇
〇
次
」『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
一
三
』奈
良
文
化
財
研
究
所
、

一
八
五-

一
九
六
頁

（
16
） 

奈
良
文
化
財
研
究
所
（
編
）
二
〇
一
四
『
薬
師
寺 

旧
境
内
保
存
整
備
計
画
に
と

も
な
う
発
掘
調
査
概
報
Ⅱ
』
薬
師
寺
。
薬
師
寺
十
字
廊
の
創
建
年
代
は
奈
良
時
代

後
半
と
み
ら
れ
、
壺
地
業
の
内
部
に
礫
で
な
く
瓦
を
敷
き
込
む
。
こ
の
点
は
薬
師

寺
食
堂
と
も
似
通
う
。

（
17
） 

諫
早
直
人
・
小
田
裕
樹
・
星
野
安
治
・
渡
辺
丈
彦
・
渡
辺
晃
宏
・
鈴
木
智
大

二
〇
一
四
「
西
大
寺
旧
境
内
の
調
査
─
第
五
〇
五
・
第
五
二
一
次
」『
奈
良
文
化

財
研
究
所
紀
要
二
〇
一
四
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
一
四
四-

一
六
〇
頁

（
18
） 

大
西
貴
夫
・
青
木
敬
・
金
田
明
大
二
〇
一
三
「
東
大
寺
法
華
堂
の
調
査
─
第

四
九
二
次
」『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
一
三
』、
一
六
八-

一
七
八
頁

（
19
） 

南
部
裕
樹
（
編
）
二
〇
一
八
『
東
大
寺
東
塔
院
跡
─
境
内
史
跡
整
備
に
係
る
発
掘

調
査
概
報
１
─
』
東
大
寺
境
内
整
備
事
業
調
査
報
告
第
一
冊
、
東
大
寺

（
20
） 

國
平
健
三
一
九
九
八a

「
相
模
国
分
僧
寺
跡
」『
海
老
名
市
史
１ 

資
料
編 

原
始
・

古
代
』
海
老
名
市
、
六
一
六-

六
五
九
頁

（
21
） 

奈
良
文
化
財
研
究
所
二
〇
〇
二
『
山
田
寺
発
掘
調
査
報
告
』
奈
良
文
化
財
研
究
所

学
報
第
六
三
冊
、
奈
良
文
化
財
研
究
所

（
22
） 
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
一
九
八
七
『
薬
師
寺
発
掘
調
査
報
告
』
奈
良
国
立
文
化
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財
研
究
所

（
23
） 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
一
九
九
三
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅹ
Ⅳ 

平
城
宮
第

二
次
大
極
殿
院
の
調
査
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
五
一
冊
、
奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所

（
24
） 

青
木
敬
二
〇
一
三
「
版
築
と
礫
」『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
一
三
』
五
八-

五
九
頁

（
25
） 

岩
永
省
三
一
九
八
二
「
西
大
寺
境
内
の
調
査
」『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
八
二
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
四
二-

四
三
頁

（
26
） 

道
鏡
の
出
身
で
あ
る
河
内
国
若
江
郡
に
由
義
宮
を
整
備
し
、
平
城
京
の
副
都
と
し

て
造
営
が
は
じ
ま
っ
た
が
、
称
徳
天
皇
の
崩
御
に
と
も
な
い
一
〇
カ
月
あ
ま
り
で

造
営
は
中
止
さ
れ
た
。

（
27
） 

八
尾
市
教
育
委
員
会
（
編
）
二
〇
一
八
『
大
阪
府
八
尾
市
所
在
由
義
寺
跡
遺
構
確

認
調
査
報
告
書
─
塔
基
壇
の
調
査
─
』
八
尾
市
文
化
財
調
査
報
告
八
二
、八
尾
市

教
育
委
員
会

（
28
） 

磐
田
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
（
編
）
二
〇
一
六
『
特
別
史
跡
遠
江
国
分
寺
跡
─

本
編
─
』
磐
田
市
教
育
委
員
会

（
29
） 

上
田
市
教
育
委
員
会
（
編
）
一
九
七
四
『
信
濃
国
分
寺
─
本
編
─
』
吉
川
弘
文
館

（
30
） 

青
木
敬
二
〇
一
二
「
掘
込
地
業
と
版
築
か
ら
み
た
古
代
土
木
技
術
の
展
開
」『
文

化
財
論
叢
Ⅳ
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
学
報
第
九
二
冊
、
九
六
一-

九
九
〇
頁

（
31
） 

青
木
敬
二
〇
一
六
「
寺
院
造
営
技
術
か
ら
み
た
白
鳳
」『
國
學
院
雑
誌
』
第

一
一
七
巻
第
一
二
号
、
國
學
院
大
學
、
一
七-

三
五
頁
・
青
木
敬
二
〇
一
七
『
土

木
技
術
の
古
代
史
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
五
三
、
吉
川
弘
文
館

（
32
） 

た
だ
し
、
観
世
音
寺
金
堂
の
み
基
壇
最
下
層
に
礫
を
用
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
九
州
歴
史
資
料
館
（
編
）
二
〇
〇
五
『
観
世
音
寺
─
伽
藍
編
─
』
九
州
歴

史
資
料
館

（
33
） 

小
森
紀
男
・
太
田
晴
久
一
九
八
六
「
下
野
国
分
寺
跡
（
塔
基
壇
）
調
査
報
告
」『
栃

木
県
埋
蔵
文
化
財
保
護
行
政
年
報
』栃
木
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
一
集
、

栃
木
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
課

（
34
） 

上
三
川
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
（
編
）
二
〇
〇
三
『
上
神
主
・
茂
原
官
衙
遺

跡
』
上
三
川
町
教
育
委
員
会
・
宇
都
宮
市
教
育
委
員
会

 

大
橋
泰
夫
一
九
九
四
『
那
須
官
衙
関
連
遺
跡
Ⅰ
』
栃
木
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

第
一
四
一
集

 

大
橋
泰
夫
・
木
村
友
則
二
〇
〇
〇
『
那
須
官
衙
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
栃
木

県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
二
三
五
集
、
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー

（
35
） 

大
橋
泰
夫
二
〇
一
三
「
国
分
寺
と
官
衙
」『
国
分
寺
の
創
建 

組
織
・
技
術
編
』
吉

川
弘
文
館
、
六
四-

九
六
頁

（
36
） 

須
田
勉
二
〇
一
三
「
国
分
寺
造
営
の
初
段
階
」『
国
分
寺
の
創
建 

組
織
・
技
術
編
』

吉
川
弘
文
館
、
二-

四
四
頁

（
37
） 

川
尻
秋
生
二
〇
一
三
「
国
分
寺
造
営
の
初
段
階
─
文
献
史
学
か
ら
─
」『
国
分
寺

の
創
建 

組
織
・
技
術
編
』
吉
川
弘
文
館
、
四
五-

六
三
頁

（
38
） 

無
論
、
３
期
以
降
で
も
小
礫
を
混
ぜ
て
版
築
し
た
堂
塔
の
例
が
な
い
と
は
言
い
切

れ
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
４
期
に
大
ぶ
り
の
礫
を
用
い
る
版
築
技
術
が
各
地

に
移
転
さ
れ
、
そ
の
効
果
か
ら
こ
の
時
点
で
未
着
工
だ
っ
た
堂
塔
の
造
営
に
は
大

ぶ
り
の
礫
を
用
い
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
以
上
の
理
解
に
立
ち
、
小
礫

が
混
じ
る
版
築
の
例
は
、
主
と
し
て
１
・
２
期
の
所
産
で
、
下
る
と
し
て
も
３
期

ま
で
だ
ろ
う
。

（
39
） 

前
掲
註
（
37
）、
川
尻
二
〇
一
三

（
40
） 

山
崎
信
二
二
〇
〇
六
「
平
城
宮
出
土
軒
瓦
と
信
濃
国
分
寺
出
土
軒
丸
瓦
」『
古
代

信
濃
と
東
山
道
諸
国
の
国
分
寺
』
上
田
市
立
信
濃
国
分
寺
資
料
館
、
一-

一
二
頁

（
41
） 
須
田
勉
二
〇
一
三
「
国
分
寺
造
営
の
初
段
階
」『
国
分
寺
の
創
建 

組
織
・
技
術
編
』

吉
川
弘
文
館
、
二-

四
四
頁
。

（
42
） 

前
掲
註
（
29
）、
上
田
市
教
育
委
員
会
（
編
）
一
九
七
四

（
43
） 

津
山
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
二
『
美
作
国
分
寺
跡
塔
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
津
山
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市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
第
七
二
集

（
44
） 
平
野
吾
郎
二
〇
一
六
「
軒
瓦
の
出
土
状
況
か
ら
み
た
遠
江
国
分
寺
の
伽
藍
造
営
」

『
特
別
史
跡
遠
江
国
分
寺
跡
─
本
編
─
』
磐
田
市
教
育
委
員
会
、
二
四
一-

二
四
八
頁

（
45
） 

三
河
国
分
寺
金
堂
も
木
装
基
壇
外
装
だ
が
、
こ
ち
ら
は
基
壇
版
築
内
に
小
礫
が
混

じ
る
程
度
で
あ
り
、
武
蔵
国
分
寺
塔
跡
１
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
三

河
国
分
寺
で
は
金
堂
の
造
営
が
１
・
２
期
に
着
手
し
た
よ
う
だ
が
、
諸
般
の
事
情

で
基
壇
外
装
の
施
工
が
遅
れ
、
安
価
か
つ
素
材
の
入
手
が
容
易
な
木
装
基
壇
と
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

前
田
清
彦
二
〇
一
〇
「
三
河
国
分
寺
跡
」『
愛
知
県
史 

資
料
編
４ 

考
古
４ 

飛

鳥
～
平
安
』
愛
知
県
、
三
九
六-
四
〇
五
頁
。

（
46
） 

櫃
本
誠
一
一
九
九
二
「
但
馬
国
分
寺
跡
」『
兵
庫
県
史 

考
古
資
料
編
』
兵
庫
県
、

七
〇
七-

七
〇
九
頁

（
47
） 

類
例
に
甲
斐
国
分
寺
塔
や
金
堂
を
加
え
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
甲
斐
国
分
寺
以
前

に
造
営
さ
れ
た
寺
本
廃
寺
塔
・
金
堂
（
七
世
紀
後
半
）
で
も
基
壇
や
掘
込
地
業
内

に
大
ぶ
り
の
礫
を
敷
き
詰
め
て
お
り
、
こ
の
技
術
系
統
を
受
け
継
い
だ
と
す
れ
ば

１
期
か
ら
当
該
技
術
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
寺
本
廃

寺
と
甲
斐
国
分
寺
の
創
建
は
半
世
紀
以
上
の
時
間
差
が
あ
り
、
直
接
的
に
関
連
し

な
い
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
そ
の
場
合
、
甲
斐
国
分
寺
塔
・
金
堂
も
他
の
例
と
同

様
、
４
期
以
降
と
な
ろ
う
。

（
48
） 

前
掲
註
（
37
）、
川
尻
二
〇
一
三

（
49
） 

相
模
国
分
寺
は
、
国
府
所
在
郡
で
あ
る
大
住
郡
で
な
く
高
座
郡
に
所
在
す
る
。
そ

の
理
由
の
一
つ
と
し
て
田
尾
誠
敏
は
、
高
座
郡
の
郡
領
層
で
あ
る
壬
生
氏
の
本
拠

地
た
る
海
老
名
本
郷
遺
跡
が
国
分
寺
に
近
接
す
る
点
を
あ
げ
る
。
本
稿
で
い
う
２

期
以
降
の
郡
司
層
が
国
分
寺
造
営
を
主
導
し
た
こ
と
と
、
壬
生
氏
の
動
向
、
さ
ら

に
塔
や
金
堂
を
先
行
し
て
整
備
し
た
相
模
国
分
寺
の
状
況
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と

興
味
深
い
。

 

田
尾
誠
敏
二
〇
一
七
「
相
模
国
分
寺
と
交
通
路
」『
古
代
神
奈
川
の
道
と
交
通
』

藤
沢
市
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
八
、
藤
沢
市
文
書
館
、
六
〇-

六
七
頁

（
50
） 

な
お
相
模
国
分
尼
寺
金
堂
で
は
、
基
壇
版
築
内
に
大
ぶ
り
の
礫
が
大
量
に
敷
き
込

ま
れ
て
お
り
、
本
稿
で
の
検
討
成
果
か
ら
い
え
ば
４
期
以
降
の
造
営
を
強
く
示
唆

す
る
。

 

國
平
健
三
一
九
九
八b

「
相
模
国
分
尼
寺
跡
」『
海
老
名
市
史
１ 

資
料
編 

原
始
・

古
代
』
海
老
名
市
、
六
六
五-

六
九
〇
頁

挿
図
出
典

図
１　

 

前
掲
註
（
14
）、
国
分
寺
市
教
育
委
員
会
（
編
）
二
〇
一
六
、
図
版
八-

四
・

二
四-

一
・
八
三-

三
。

図
２　

前
掲
註
（
20
）、
國
平
一
九
九
八a

、
六
二
九
頁
、
第
三
八
二
図
。

図
３　

 

前
掲
註
（
20
）、
國
平
一
九
九
八a

、
六
三
二
・
六
三
三
頁
、
第
三
八
四
・

三
八
五
・
三
八
六
図
を
筆
者
一
部
改
変
。

図
４　

 

前
掲
註
（
27
）、
八
尾
市
教
育
委
員
会
（
編
）
二
〇
一
八
、一
四
頁
、
第
八
図
・

前
掲
註
（
25
）
岩
永
一
九
八
二
、四
三
頁
図
・
前
掲
註
（
17
）、
諫
早
・
小
田

ほ
か
二
〇
一
四
、一
四
六
・
一
五
五
頁
、
図
Ⅲ-

二
〇
・
三
〇
。

図
５　

 

前
掲
註
（
42
）、
津
山
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
二
、三
一
頁
、
第
一
六
図
・
前

掲
註
（
28
）、
磐
田
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
（
編
）
二
〇
一
六
、一
二
五
頁
、

第
八
九
図
。

図
６　

 

前
掲
註
（
29
）、
上
田
市
教
育
委
員
会
（
編
）
一
九
七
四
、
図
版
第
四
・
九
・

三
二
・
三
四
。

図
７　

前
掲
註
（
20
）、
國
平
一
九
九
八a

、
第
三
七
六
図
を
筆
者
一
部
改
変
。

図
８　

 

前
掲
註
（
14
）、
国
分
寺
市
教
育
委
員
会
（
編
）
二
〇
一
六
、七
頁
、
第
五
図

を
筆
者
一
部
改
変
。


